
【平成２８年度決算】

□引上げ分の地方消費税収（社会保障財源化分）が充てられる
社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分）　 ２６４，７０１千円

（歳出）社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 ３，７５３，５３０千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国　県
支出金

地方債 その他

引上げ分の
地方消費税

（社会保障財源
化分）

その他

4,477,365 2,146,267 0 173,683 158,821 1,998,594

1 障害福祉事業 1,279,668 892,841 1,690 26,470 358,667

2 高齢者福祉事業 218,226 20,559 13,235 184,432

3 児童福祉事業 1,909,618 596,776 149,047 79,411 1,084,384

4 生活保護扶助事業 808,295 619,533 13,235 175,527

5 その他の社会福祉事業 261,558 37,117 2,387 26,470 195,584

1,753,403 364,197 0 0 92,645 1,296,561

6 国民健康保険事業 392,060 225,038 10,588 156,434

7 介護保険事業 660,964 9,592 44,999 606,373

8 後期高齢者医療事業 700,379 129,567 37,058 533,754

241,915 33,774 0 1,232 13,235 193,674

9 予防対策事業 110,556 7,941 102,615

10 その他の保健衛生事業 131,359 33,774 1,232 5,294 91,059

6,472,683 2,544,238 0 174,915 264,701 3,488,829

※ ①社会保障施策に要する経費には、事務費及び人件費を除いています。

②地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し充当しています。

保健衛生

合　　計

事　業　名 事業費

財　源　内　訳

特定財源 一般財源

社会福祉

社会保険


